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参考資料 用語解説 

＜五十音＞ 

ア行  

ウォーカブルな空間 歩行者が快適・安全に過ごせるように、広々とした歩道、緑地、ベン

チ、カフェ、ガラス張りの店舗などで賑わいと交流を生む空間。 

  

カ行  

景観計画 景観法第８条に基づき定める計画で、松阪市における良好な景観の

形成を実現化していくため、景観マスタープランで定めた方針に基づ

き、必要な基準等を定めるもの。 

景観重点地区 住民主体によるまちづくりが検討されている地区、歴史的まち並み

や賑わいのある景観が形成されているなど、景観計画区域のうち、

良好な景観の形成が特に必要な地区で、今後、地域住民の合意を得

て位置づける地区のこと。 

コミュニティ交通 地域住民の生活を支えるために、主に自治体や地域団体が運営する

小規模な公共交通サービス。住民のニーズに対応したきめ細やかな

運行が特徴で、高齢者や交通弱者の移動手段として重要な役割を果

たす。 

コミュニティバス 一般的に、交通事業者以外の市町村や自治会などが主体となり、地

域住民の利便性向上などのため一定地域内を運行し、車両使用、運

賃、ダイヤ、バス停位置などを工夫したバス。 

  

サ行  

市街化区域 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね 10

年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。 

自主防災組織 「自分たちの地域は自分たちで守る」という理念のもと、地域の住民

が主体となって結成し、災害による被害の予防・軽減を目指す組織。 

森林環境譲与税 森林環境税の税収を、森林整備や林業の活性化のために国から市町

村へ配分される財源（譲与税）のこと。 

水源かん養 森林の土壌が降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪

水を緩和するとともに、雨水が森林土壌を通過することにより、水質

を浄化させる機能。 

  

タ行  

地域核 都市核を補完し、地域の中心的な役割を担う医療・福祉・商業、公共

交通等の都市機能が集まる拠点のこと。 

地域計画 市内各地域の住民自治組織（住民自治協議会）が中心となり、地域の

将来像や課題解決に向けた具体的な活動指針をまとめた計画。 

地区防災計画 地域の防災力を向上させるため、地域コミュニティごとに防災活動を

効果的に実施できるように定める計画のこと。 

津波避難困難地域 津波の到達時間までに、避難対象地域の外（避難の必要がない安全

な地域）に避難することが困難な地域をいう。 
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デマンド交通 利用者の予約（デマンド）に応じて運行する、乗り合い型の地域公共

交通のこと。 

道路啓開ルート 大規模災害発生時に、人命救助や物資輸送を行う緊急車両が通行で

きるように、道路上に散乱した瓦礫や放置車両を取り除き、最低限の

通路等を確保する経路のこと。 

特定都市河川 市街化が進み、通常の河川整備だけでは浸水被害を防ぎにくい都市

部の河川で、流域全体で治水対策を進めるために「特定都市河川浸

水被害対策法」に基づき指定された河川。 

都市核 都市の中心的な役割や名古屋・大阪都市圏等の結節点として広域的

な役割を担い、医療・福祉・商業、公共交通等の様々な高次都市機能

が集積する拠点のこと。 

都市機能誘導区域 都市全体を見渡し、鉄道駅に近い業務、商業等が集積する地域等、都

市機能が一定程度充実している区域や、周辺からの公共交通による

アクセスの利便性が高い区域等、都市の拠点となるべき区域。 

都市計画区域 一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域とし

て、都道府県または国土交通大臣が指定する区域 

都市計画道路 都市計画法に基づいて都市の骨格を形成する基幹的な道路として計

画的に定められる都市施設の一つ。 

都市公園 都市公園法に基づき、良好な都市環境の形成や住民の福祉増進のた

めに設置される公園・緑地。 

都市施設 道路、公園、下水道、学校、病院など、都市の骨格を形成し、都市活動

や市民生活に不可欠な施設全般を指す。 

土砂災害警戒区域 急斜面が崩れるなど土砂災害が発生した場合に住民などの生命又は

身体に危害が生ずるおそれのある区域。 

土地区画整理事業 道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅

地の利用の増進を図る事業。 

  

ナ行  

二次救急医療機関 入院治療を必要とする重症救急患者の医療を担当する医療機関。 

  

ハ行  

バリアフリー 障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるもの

を除去するという意味。 

避難行動要支援者名

簿 

災害発生時に自力での避難が困難な人々を支援するために、市町村

が作成を義務付けられている名簿。 

  

マ行  

マンホールトイレ 災害発生時に既存のマンホールと下水道管を活用して臨時に設置す

るトイレのこと。 
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ヤ行  

ユニバーサルデザイン あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な

人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。 

  

ラ行  

林相 樹種、樹高、樹木の直径、混交する植生といった要素で構成される森

林全体の様相や外観を指す。 
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